
- 1 - 

令和７年６月定例会 議案概要（議案第62号～第70号） 

議案第62号 財産の取得について 

取得する財産：消防ポンプ自動車 ３台 

取得予定金額：78,045,000円 

取得の相手方：株式会社ダイトク 代表取締役社長 竹下 博 

議案第62号 財産の取得について 

取得する財産：除雪グレーダ（ 3.7ｍ級）の購入 １台 

取得予定金額：37,378,000円 

取得の相手方：コマツ岩手株式会社盛岡支店 支店長 佐々木 賢 

議案第64号 土淵地区活動センター大規模改修（建築主体）工事に係る請負契約の締結につい

て 

契約工事の名称：土淵地区活動センター大規模改修（建築主体）工事 

契約の方法：一般競争入札 

契約の金額： 188,287,000円 

契約の相手方：篠村建設株式会社 代表取締役 篠村 光利 

議案第65号 厨川四丁目歩行者専用道 534-1号橋の橋梁補修工事に係る施行協定の締結につ

いて 

協定の名称：厨川四丁目歩行者専用道 534-1号橋の橋梁補修工事に係る施行協

定 

協定の金額： 197,010,000円 

協定の相手方：ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社 代表取締役社長 鈴木 敦 

工事の場所：盛岡市厨川四丁目地内 

工事の期間：施行協定締結日から令和８年３月31日まで 

工事の概要：橋梁の耐震補強及 

議案第66号 議決の変更について 

令和６年６月28日議会の議決を得た議案第76号盛岡南公園野球場（仮称）整備

事業に係る事業契約の一部を次のとおり変更するものとする。 

契約の金額「11,046,935,789円」を「11,137,441,697円」に改める。 

議案第67号 議決の変更について 

令和６年６月28日議会の議決を得た議案第78号（仮称）盛岡学校給食センター

整備運営事業に係る事業契約の一部を次のとおり変更するものとする。 

契約の金額「 8,612,846,119円」を「 8,627,036,035円」に改める。 
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令和７年６月定例会 議案概要（議案第 62号～第 70号） 

議案第68号 市道の路線の認定及び変更について 

道路法（昭和27年法律第 180号）第８条第２項及び第10条第３項の規定に基づ

き、議会の議決を求めるものである。 

１ 路線の認定 

整理番号 路線名 起点 終点 

都 4251 

三本柳百目木自転

車歩行者専用道１

号線 

三本柳５地割35番

51地先 

三本柳５地割35番

31地先 

都 4252 赤沼６号線 
三本柳22地割42番

２地先 

三本柳22地割41番

12地先 

 

２ 路線の変更 

整理番号 路線名 起点 終点 

都 1871 生畔線 

新 
津志田５地割６番

３ 地先 津志田４地割41番１地

先 
旧 

津志田５地割４番

１ 地先 
 

議案第69号 盛岡市監査委員の選任について 

次の者を識見を有する者のうちから選任される盛岡市監査委員に選任したい

ので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 196条第１項の規定により同意を求

める。 

瀬川 光夫 

議案第70号 専決処分につき承認を求めることについて 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 179条第１項の規定により令和６年度盛

岡市一般会計補正予算（第10号）について、専決処分したから、同条第３項の規

定により報告し、承認を求める。 

 


